
最高裁秘書第2075号

令和3年7月1日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様 鑿
滝
辨
辮
嘩
銅

最高裁判所事務総長中村 '’

司法行政文書開示通知書

5月31日付け（6月2日受付，第030238号）で申出のありました司法行

政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で5枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



日付；令和3年6月3日

ページ： 1/5
既済事件一覧表 集計期間 令和3年4月30日令和3年4月1日～

主任裁判官主任胴査官｜

池上政幸 ｜熊谷大輔 ｜：
山口厚 本條裕 ｜・

熊谷大輔

本條裕

可＝可睡翌 備考 ｜上告受理終局日 終局区分

|R3･4･| 決定(棄却)
|R3.4.1 決定(棄却）

R3．4．1

R3．4．1

憲法少数

□□

□□

上告人 被上告人

廷
廷

廷
法
法

法
小
小
１
１
第
第

番号
一

1

2

得
椙

号

娼

娼

鍔
喝

８
１
．
２
１
１
１
１

２
．
３
９
１
３
７
７

第
第
第
箪
第
第
第

お
わ
わ

和
わ
わ
わ

銅
銅

銅
蝿
銅
湧
銅

今
而
《
祠
《
わ
く
わ
く
洞
〈
Ｔ
《
祠

決定(棄却）第1小法廷深山卓也

第1小法廷|山口厚山口厚

斗谷匡志3 R3｡4．1 ■ □

決定(棄却）薦野旭4 R3．4．1R3．4．1 |■ □

廷
廷
廷

法
法
ま
法

小
小
小

１
１
１

第
第
第

５
６
７

１
Ｆ
！
Ｉ

厚 ｜麿野
一b

政幸一藤

雷謬

幸

一
燕
一
錨
・

繕
綣
一
癖
一
鍔

霧
一
錨

繕

叩
一
越越

旭

哲志

哲志

元城

大輔

厚毅

寛生

謙太郎

旭一誌志一輔城
哲元大

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．4．1

R3．4p1

R3･4．1

R3．4．1

R3．4．1

R3．4p1

R3･4．1

□
｜
ロ
ー
□
｜
□

□
｜
口
一
□
｜
□

一趣越 幸

政
政準
一
裕
‐
｜
軸

一
蝿
一
鼬

8第1小法廷

9第1小法廷

ロ
言
巨
言
冨
言
国
言
回
言

３
０
９
２
０

８
０
３
４
３

１
２
２
２
３

第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ

く
ｌ
ｌ
く
く

年
‘
年
年
年
年

３
３
３
３
３

《
祠
今
祠
今
洞
今
祠
《
祠

決定(棄却）R3．4ql

R3．4．1

■ □

也

厚

卓
口
山

山
》
深

廷
廷
法
法
小
小

１

１

第

第

０
１
一

１
’
１
’

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

訴え取下げ

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
口
一
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

R3･4"1

R3．4｡1

R3．4．2

廷

廷

娃
一
憾

川
４
１
１
第
第

山口厚 能登謙太郎

木澤克之 家原尚秀

値
一
個 号

号
号
蝪

５
１
５
２

９
７
３
４

熱
霊
彰
謂

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く

誇
一
》
》
》

宇賀克也

林道晴

木澤克之

第3小法廷

第3小法廷

籍
一
瞬
一
率

志
秀

匡
旭
尚

14

15

16

17

ト ，8

19

20

2↑
22

23

６
６
■
■
４
４

■
■
３
３
Ｒ
Ｒ

’ ’ 決定(棄却）

決定(棄却）

第1小法廷木澤克之

第1小法廷山口厚

第1小法廷深山卓也
一．

第1小法廷小池裕

第1小法廷深山卓也

第1小法廷深山卓也

第1小法廷木澤克之

鋤一幟割

裕一軸一軸

R3-4･8

R3．4｡8巨言打

号

４
．
６

１
４
第
第
１
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
２
３

伶
ｌ
伶

志
也
匡
直
谷
崎
斗
川

□
｜
□

□
｜
□決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．4．8

R3．4．8

R3．4．8

- R3．4．8

R3｡:4．8

1R3｡4｡8
1R3.4.8

号
号
号
号
号
号
一
号

１
３
６
８
１
６
６

１
１
．
１
１
２
２
２

９
７
７
０
５
２
６

鶴
環
境
一
漂
麓
鶴
瀧

ば
け
一
報
．
錨
電
報
報

》
》
一
隷
隷
隷
隷

禄

諏

一

霊

魂

榊
一
準
一
輔

□
｜
□
｜
口
一
□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
ロ
ー
□
三
ロ
ロ

癖
一
旭
一
旭
一
垂

壁
塗
雷
薊

１
１

第1小法廷|深山卓也

第1小法廷池上政幸 決定(棄却）

決定(棄却）

24

25

｡停
匪．

第1小法廷木澤克之 R3．4．8 □ ■

第1小法廷小池裕 ｜前田志織 ｜令3年(オ)第290号26 R3･4･8 1決定(棄却） □｜□

I
神戸市

国

福知山市

甲府市



日付：令和3年6月3日

ページ: ， 2/5
既済事件一覧表 集計期間 令和3年4月1日～ 令和3年4月30日

番号 法廷

27第1小法廷

28第1小法廷

29第1小法廷

30第1小法廷

31第2小法廷

32第2小法廷

33第2小法廷

34第2小法廷

35第2小法廷

鯛釧一認一魂

主任裁判官主任鯛査官’ 事件番号
小池裕 前田志織 ｜令3年(ｵ)第300号

被上告人上告人 備考了｢上告受理1終局日
, |R3.4.8

終局区分 憲法少数
決定(棄却） □□

決定(棄却） □□

決定(棄却〉 □ □

決定(棄却） □□
決定(棄却） □□

決定(棄却） □□
決定(棄却〉 □□

決定(棄却) □□

決定(棄却） □□

決定(棄却） □□

決定(棄却） □□
圭一一皇

決定(棄却） □□

決定(却下） □□
決定(棄却） □□

決定(棄却） □□

決定(棄却） □□
決定(棄却） □□

決定(棄却） □□

決定(棄却） □□

決定(棄却）
□｜□

決定(棄却） □□

決定(棄却） □｜□
決定(棄却） □｜□

1

決定(棄却） l□□
決定(棄却） □□

決定(棄却） ｜□□
決定(棄却） □□

決定(棄却）

決定(棄却〉

決定(棄却）
三

決定(棄却）

｜■□

決定(棄却）

-’木澤克之

池上政幸

宮崎朋紀

森川さっき

令3年(オ)第315号 一

令3年(オ)第324号

令3年(オ)第336号

令元年(オ)第1655号

令2年(オ)第4号

令2年(オ)第1104号

R3p4－8

R3．4-8

、

裕
一
罐
一
躍
一
守
守
一
守
一
守
一
潅
・
｜
緋

非

睦
雷
電
室
壺
至
壷
唖
電
雲

’癖
一
割
罰
》
癌

睦
一
塞
一
華
一
韓

都城市 噌
心
過
り
心
過
り

喝
。
⑲
喝
喝
心
喝
喝
心
⑲
咽
一
’
咽
嘔
媚
稻
嘔
嘔

一
恥
．
》
認
融
融

叫
叫
舛
４
４
叫
叫
乱
哩
叫
叫
４
４
叫
叫
叫

叫
叫
一
叫

駆
悶
悶
噸
悶
悶
．
悶
悶
配
雨
一
噸
鯛
隅
臨
函
郎
鯛
臨
陶

巨
言
亘
言

８
１
８
９
３
３

１
１
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
２
２

今
祠
〈
や

秀

志

尚
哲
原
藤
家
一

廷
廷
一
廷

法
法
法

小
小
小

２
２
２

第
第
第

霧
一
癖
一
癖
一
輔

鑑
塗
一
一
詫
一
毒

36 令2年(オ)第1392号 ll

７
８
３
３

鰐
号
碍

４
８
０

１
１
１

第
第
第

〕
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

２
３
３

〈
詞
〈
祠
今
洞39第2小法廷

廷
廷
法
法
小
小
２
２
第
第

０

１

４
４

三浦守． 堀内元城

章野耕一本條裕

号
一
号

号

号

、
｜
価

価
狐
“

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く

く
く
ｌ

年
年
年
年

３
３
３
３

《
祠
《
洞
今
洞
〈
わ

廷
廷
法
法
小
小
２
２
第
第

２
３
４
４

三浦守

岡村和美

三浦守

草野耕一

岡村和美

林道晴

林道晴

林道晴

詫
一
蒜
一
轄
一
峠
・
」
割
一
播
一
惹
一
誰
一
率
一
噸

一
罰
一
幅

騨
一
罐
一
銅
一
拓
一
塞
一
畷
一
乗
。
｜
癖
一
艤
一
唾
一
癖
一
燭

瘍
娼
碍
瘍
喝

１
１
５

２
９

２
２
２
７
１

第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く

年
年
年
年
年

３
３
３
２
３

《
祠
今
わ
く
和
今
市
〈
洞

441第2小法廷

45 第2小法廷 ｜

｜

’

国立大学法人長崎大学

廷

廷

廷

廷

廷

廷

廷

廷

法
法
法
法
法
法
法
法

小
小
小
小
小
小
．
小
小

２
３
３
３
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第
第
一

媚
一
狛

印

刷

醜

卵

６
７
４
４

廷

廷

法
法
小
小
１
１
第
第

》

一
》
｜
》
｜

Ｊ
１
ｊ

オ
オ
オ

く
く
Ｉ

年
年
年

３
２
３

令

令

令

深山卓也

深山卓也

木澤克之
Ⅷ

深山卓也

令3年(オ)第128号

令3年(オ)第318号
－

国



日付：令和3年6月3日ゞ

ページ： 3/5
既済事件一覧表 集計期間 令和3年4月1日～ 令和3年4月30日

事件番号番号 法廷 ｜主任裁判官主任關査官 上告人 被上告人 備考 上告受理終局日 終局区分 憲法 少数
令3年(オ)第321号裕

裕

池
罫
池

小
小
廷
廷
法
法
、
１

４

４

１
１
第
第

１

１

１

１
１

４
５
５
５

鱈
一
祀
一
鐇
一
鍾
一
鉾
一
噸

蕊

旭 R3｡4.15 決定(棄却）

R3.4｡15 決定(棄却）

□
｜
□

□

銅
一
癖
一
読
一
識
一
嘩
一
率

ロ
言
ロ
言

３
８
５
５
３
７
第
第
ｊ
ｊ
オ
オ
く
く
年
年

３

．

２

へ
而

〈
や

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
’

56第2小法廷三浦

57第2小法廷草野

58第2小法廷菅野

59第2小法廷菅野

60 第2小法廷岡村

廷廷
法法

小小
２．２

第第
鏥一印

第2小法廷

第2小法廷

守
弄
一
躍
震
一
準

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．4．16

R3．4．16

R3．4．16

R3．4．16

ロ
ー
□
｜
□
｜
□
｜
□

得
号
号
濤

７
１
３
７

挿
一
》
》
一
閏オく

奔
奔

鐸
鐸

《
わ
《
洞

く
わ
〈
祠 決定(棄却）

決定(棄却）

R3u4．16

R3．4．16廷
廷
法
法
小
小
２
２
陰
第

１
２
６
６

岡村和美

’
巨言

巨言

３

４

１
３
２
２
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

今
祠
今
而

生
毅
寛
厚
所
谷
船
神

美
美

和
．
和

村
村
岡
岡

号

□
｜
□

■

号
号
号

４
３
２
３

３
４
５
７

２
２
２
２

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く

年
年
年
年

３
３
３
３

《
わ
く
や

く
わ
五
市

R3･4･16 1決定(棄却）
R3.4.16 1決定(棄却）

□
｜
□

63第2刀､法廷 岡村和美

菅野博之

草野耕一草野耕一

前田志織

鷹野旭

宮崎朋紀

■

第2小法廷64 決定(棄却）決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3o4"16 □
｜
□

□ □
｜
□第2小法廷65 R3．4．16

66第2小法廷 菅野博之和久－彦 号
碍
．
号

８
４
２

８
４
７

２
１
１

第
第
第

〕
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

３
２
３

《
祠
今
祠
今
市

R3．4q16 □ □

67第3小法廷 戸倉三郎 家原尚秀 その他その他R3．4．20

R3o4･20R3.4.20

□ ■

68第3小法廷 宇賀克也川崎直也

宮崎裕子鷹野旭；

決定(棄却）

R3･4.20 決定(棄却）

R3.4.20 決定(棄却）
－ l

R3･4.20. 決定(棄却）

決定(棄却）R3．4．20

決定(棄却）

□□

’
69第3小法廷

701第3小法廷

令3年(オ)第178号
■｜ ｜■

宮崎裕子 鷹野旭鷹野旭 ｜令3年(ｵ)第'79号
川崎直也 ｜令3年(ｵ)第187号
中嶌諏訪令3年(オ)第241号

□□

第3小法廷|戸倉三郎
第3小法廷|林道晴

71

ロ｢瓦
72

決定(棄却）R3．4．20 ■ □

令3年(オ)第244号第3小法廷 宮崎裕子 森川さっき73 決定(却下）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．4．20 ■ □

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷
二一

媚
轄
揺
一
》
罐

第
↓
第

第

第

第

』
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

は
け
け
一
け
ば

年

年
年
一
年
年

３
３
３
３
３

今
や
〈
わ
《
わ
《
詞
《
祠

毅
紀
織
毅
奉

厚
朋
志
厚
さ

谷
崎
田
谷
川

神
一
宮
前
神
森

晴
一
晴
祷
・
・
｜
鍔
・
晴

権
梱
諏
、
一
謂
権

宮崎裕子前田志織

宮崎裕子神谷厚毅

脚
一
万

R3．4．20

R3．4．20

R3．4．20

口
一
口
一
口
一
□
｜
□

口
一
□
｜
□
｜
□
｜
□

｜

｜

花

刀
一
花

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．4．20

R3･4･20
1

独立行政法人日本学生
支援機構



日付:,令和3年6月3日

ページ： 4/5
既済事件一覧表 集計期間 令和3年4月1日～ 令和3年4月30日

主任裁判官主任調査官 事件番号 上告人番号 法廷 備考 上告受理「終局日被上告人 終局区分 恋法少数

池幸政奉 |熊谷大輔
池上政幸 ｜野中 伸字

79第1小法廷 号
揖
・
瑁
碍

オ
オ
オ
オ

第
第
第
第

』
ｊ
ｊ
ｊ

８
１
１
１

９
２
２
２

１
４
４
５

謡

領

》

｜

雷

決定(棄却）R3.4..22 □
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

□

■

□

□

□
□

□
□80第1小法廷池上政幸 ｜野中伸子

81第1小法廷池上政幸野中伸子

82第1小法廷i小池裕 ｜神谷厚毅
一一 I
82 第1小法廷

R3.4｡22 決定(棄却）

R3･4･22 決定(棄却）

R3･4.22 決定(棄却）

R3｡4.22 決定(棄却）

R3.4.22 決定(棄却）

ー一一

R3.4.22 決定(棄却）

R3･4･22 1決定(棄却）
R3･4･22 1決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□
｜
□
｜
□

83 第1小法廷83 小池裕 家原尚秀 号
号
卵
卵
・
号
瘍

第
第
第
第

７
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
１
２
１

３
４
３
８

吋

け

は

密

》
一
》

》

｜

都 号

第1小法廷 池上政幸 秀
秀
尚
尚

原
原
家
家

84

第1小法廷 |山口厚85
□

□｜□
哩
濁
醒
習
引
騨
蛙

86 廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

山口厚

木澤克之 号

２
１
８
９
１
１

－
弟
捨
弟

ｊ
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３
令
伶

秀
生
尚
寛
原
所
家
船師

卵
□

第1小法廷 小池裕 川崎直也 令3年(オ)第203号 決定(棄却）R3｡4．22 □ ■

廷
廷
法
法
小
小
１
１
第
第

第1小法廷樗
一
皿

克之

厚

輌
一
搾
認

識
一
裕
、
｜
噸

二
言
口
言
自
言

６
４
７

３
５
５

２
２
２

第
第
第

〕
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

３
３
３

《
祠
二
石
《
詞

89

90 1第'小法廷
91 1第1小法廷

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）決定(棄却）

R3q4｡22

R3･4．22

R3o4"22

R3･4．22R3．4｡22

口
一
口
｜
□
｜
□■

□
｜
□

□深山卓也

山口厚第1小法廷 野中伸子

堀内元城

92 令3年(オ)第263号
■

日＝＝

L 』三＝＝－＝－

93第1小法廷 山口厚 令3年(オ)第269号 R364.22 1決定(棄却） □｜□
94第1小法廷 池上政幸野中伸子野中伸子 ｜令3年(オ)第278号 決定(棄却）R3．4．22 □ ■

｡－

｜

「
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

Ｉ
１
１
ｌ
ｉ

、
、
、
、
、

〃
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ノ

ー
１
１
１
１

第
第
第
第
第

犀
権
趣
一
控

蓮

達

一

準

罎

”
一
癖
一
準
一
鱸

塞
一
諏
澪
一
躍

”
｜
卵
一
”
｜
兜

令3年(オ)第303号

’
｜
□
ロ
ー
□
□
□
｜
口
一
口
和
訓
則

口
旦
□
、
コ
ロ
ロ
｜
口
一
口
可

決定〈棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

唖

理
一
極

理

翅

迦

４
４

４
４
４
４

碑
■
■

■
■
■

砺
雨

臨
願
閑
．
願

一
一

》

》

悟

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
り
く
く

年
年
年

３
Ｊ
３
３

〈
祠
《
祠
〈
祠

趣
一
一
皿
一
劃

鱈

一
厚
錘

神谷
謄野

神谷

毅
毅

厚
旭
厚毅

号
号
号
号
号

６
－
４
．
７
７
６

４
》
７
７
９
２

３

３
↑
３

３
４

第
第
第
第
第

ｊ

』

ｊ

ｊ

ｊ

オ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く

年
年
年
年
年

３
３
３
３
３

《
而
今
洞

今
祠
〈
祠
今
而

99

100 廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

生
紀

厚
寛
朋

谷
所
崎

榊
出
船
信
‐

也
之
卓
克
厚

山
澤
．
口

深
木
山
．

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

１
１
１

第
第
第

１
２
３

０
０
０

毛
Ⅱ
８
℃
口
Ⅱ
日
凸
■
０

’２

２

２
２

■
■
４
４

■
■
３
３
Ｒ
Ｒ

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）R3．4．22

|小仙
|東京都



日付：令和3年6月3日

ページ： 5/5．
既済事件一覧表 集計期間 令和3年4月1日～ 令和3年4月30日

一
Ｉ番号 法廷 主任裁判官

104第2小法廷菅野博之

105第2小法廷岡村和美

106第2小法廷 菅野博之

一両7雷2小法廷 菅野博才

廷廷廷
法法法

小小小
２２２

第第第

藷筆一耐

轄・｜陸一睡

主任飼査官

能登謙太郎

川崎直也

堀内元城

神谷厚毅

神谷厚毅

森川さっき

事件番号

令2年(オ)第1130号
備考上告人 上告受理終局日 ’ 終局区分

R3･4.23 決定(棄却）

R3｡4･23 決定(棄却）

R3.4.23 決定(棄却）

R3d4･23 決定(棄却）

R3･4323 決定(棄却）

R3･4.23 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

被上告人 錘
一
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

露
一
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

鋸
鍔
唱

喝
喝

５
６
４

９
１

１

１

２

２
．
３

第
第
第
第
第

』
ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

オ
オ
オ
」
オ
オ

く
く
く

く
く

》
｜
》

》

》

》
第2小法廷 草野耕一
第2小法廷|菅野博之菅野博之

108
－－

109
l
I

岡村和美

岡村和美
第2小法廷

|宮崎開紀
三浦守 中嶌諏訪

菅野博之森川さっき

三浦守

令3年(オ)第325号110 決定(棄却）

I
R3．4．23 口

一
□

■

111第2小法廷 令3年(オ)第357号 □R3．4．23 1決定(棄却）

窪

誕

小
小

２
〆
３

第
第

２
３
１
１

１
１

令3年(オ)第430号 決定(移送）R3．4．23 ■ ■
、

戸倉三郎 ｜麿野旭 ’令3年(オ)第423号
|□□R3.4｡27 1決定(棄却）


